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　本市における効率的・効果的な消防体制の充実強
化を図るため「行田市消防署所再編計画」を策定しま
した。
　今後は、この再編計画に基づき試行的運用期間と
して、10月から令和5年3月31日までの6カ月間、
消防署南分署を閉鎖し、消防署所再編の効果を検証
するなど、消防サービス充実強化の実現に取り組み
ます。なお、消防署所再編計画は市ホームページで
閲覧可能です。

▶問い合わせ　消防本部消防総務課☎550―2119

消防署南分署を試行的に消防署南分署を試行的に
閉鎖します閉鎖します

　太田西小学校と太田東小学校との再編成による新
しい学校の校名が「行田市立太田小学校」に決定しま
した。太田西小学校と太田東小学校を統合し、令和
5年4月から新たに「行田市立太田小学校」が開校し
ます。
　なお、校名は保護者や地域の方の意見を基に、再
編成準備委員会および学校運営部会での協議により
候補を決定し、議会の議決を経て決定しました。

▶ 問い合わせ　教育総務課☎556―8311

令和5年4月に太田小学校が令和5年4月に太田小学校が
開校します開校します

合併処理浄化槽設置補助金を交付します

新型コロナウイルス感染症対策予算新型コロナウイルス感染症対策予算
2億2,878万円2億2,878万円

▶問い合わせ　財政課（内線325・326）

　令和4年度に実施する主な新型コロナウイルス感染症対策は次のとおりです。
　※令和3年度3月補正予算で措置し、令和4年度に繰り越して実施する事業も含みます。

中学校給食費無償化事業(再掲)1億245万円中学校給食費無償化事業(再掲)1億245万円

　議会委員会室を改修し、稼働間仕切りを設置すると
ともに、赤外線マイクシステムを導入します。

自宅療養者等生活支援事業(再掲)　855万円自宅療養者等生活支援事業(再掲)　855万円

委員会室感染症対策改修事業　　　646万円委員会室感染症対策改修事業　　　646万円

　スマートフォンの初歩的な操作から、SNSの活用、
市のオンライン手続きへの対応までの一連の内容につ
いての講習会を開催します。
　年間を通じて中央公民館および各地域公民館での講
習を予定しています。

スマートフォン講習会開催事業　　300万円スマートフォン講習会開催事業　　300万円

　申請書などを自動作成する「書かない窓口」を導入し、
接触機会の減少や窓口滞在時間の短縮を図ります。

窓口業務改善事業　　　　　　　3,484万円窓口業務改善事業　　　　　　　3,484万円

　市民課窓口に自動釣銭機能やキャッシュレス決済な
どに対応したレジスターを導入します。

非接触型レジスター導入事業　　　277万円非接触型レジスター導入事業　　　277万円

　障害者施設や高齢者福祉施設、児童福祉施設などに
おける感染症の拡大防止のため、アルコール消毒液な
どを配布します。

社会福祉施設等感染拡大防止用品配布事業　627万円社会福祉施設等感染拡大防止用品配布事業　627万円

　児童福祉施設などが行う感染対策に対して補助金を
交付します。

児童福祉施設等感染拡大防止対策支援事業  1,640万円児童福祉施設等感染拡大防止対策支援事業  1,640万円

　公立保育所における感染症の拡大防止のため、アル
コール消毒液などを購入します。

公立保育所感染拡大防止対策事業　　36万円公立保育所感染拡大防止対策事業　　36万円

　市内事業者の「事業継続力強化計画」(感染症の拡大
や自然災害などに対応するための計画)の策定を支援し
ます。

事業継続力強化計画策定促進事業　1,063万円事業継続力強化計画策定促進事業　1,063万円

　感染症拡大状況下においても消防・救急体制を維持
するため、消防職員の新型コロナウイルス感染症検査
を実施します。

消防職員感染症検査実施事業　　　229万円消防職員感染症検査実施事業　　　229万円

　消防庁舎の浴室と仮眠室を個室化し、消防職員の感
染防止対策を強化します。

消防庁舎感染症対策改修事業　　1,002万円消防庁舎感染症対策改修事業　　1,002万円

　避難所開設時の新型コロナウイルス感染症対策を目
的として、感染防護セットの備蓄を行います。

避難所感染拡大防止用品購入事業   　86万円避難所感染拡大防止用品購入事業   　86万円

　小中学校の感染症の拡大防止のため、アルコール消
毒液などを購入します。

小中学校感染拡大防止対策事業　 2,128万円小中学校感染拡大防止対策事業　 2,128万円

　コロナ禍におけるオンライン学習の充実に必要な機
器を各小・中学校に配備します。

学校ＩＣＴ環境整備事業　　　　　260万円学校ＩＣＴ環境整備事業　　　　　260万円

▶ 募集期間　5月31日㈫まで
▶ 応募条件　次の①～③に全て該当すること。
　　　　　　① 新しい学校の校章としてふさわしく、

明るいイメージのもの。
　　　　　　② グラデーション、ぼかし、濃淡で表現

しないこと。
　　　　　　③ 自作、未発表のもので、他の商標や校

章（太田西小と太田東小のものを含む）
の模倣でないこと。

▶ 応募方法　 【用紙で提出する場合】応募用紙または
任意の用紙に住所、氏名、連絡先（電話
番号またはEメールアドレス）、校章デ
ザイン、校章デザインの説明を記入の
上、応募箱（太田西小学校、太田東小学校、
太田中学校、太田公民館、地域文化セン
ターに設置）に投函するか、持参または
郵送により提出してください。

　　　　　　 【持参・郵送】〒361―0052　行田市本
丸2―20 行田市教育委員会教育総務課
※応募用紙は、市ホームページでダウン
ロードできる他、市役所、行田市教育委
員会、太田公民館、地域文化センター、
コミュニティセンターみずしろ、行田グ
リーンアリーナ、太田中学校、太田西小
学校、太田東小学校で配布

　　　　　　 【電子データで提出する場合】電子デー
タはJPEG、GIF、PNG形式のものとし
ます。提出の際には、住所、氏名、連絡
先（電話番号またはEメールアドレス）、
校章デザインの説明を入力した任意の

ファイルを添付するか、Eメール本文に
記載し、次のいずれかの方法で提出して
ください。

　　　　　　① Eメールでの提出は、ファイルサイ
ズを2メガバイト以内、件名を「太田
小学校校章応募」とし、学校再編担当
宛に送付してください。【Eメール】
gakkosaihen@city.gyoda.lg.jp

　　　　　　② CDまたはDVDに保存した物を、持
参または郵送により同課に提出して
ください。

▶ 選定方法　 応募のあったデザイン案とその説明を基
に、再編成準備委員会で選考した後、太
田西小と太田東小の児童で投票を行いま
す。

▶ 主な留意事項
　　　　　　・ 応募数に制限はありませんが、応募用

紙1枚につき図案1点とします。
　　　　　　・ 手書きの場合、図案は直径5センチ

メートル以上でA4判の用紙に収まる
大きさで描いてください。

　　　　　　・ 応募作品は、応募者の了承を得ず、第
三者が補正・修正をする場合がありま
す。

　　　　　　・ 応募作品に関する著作権などの一切の
権利は、無償で行田市教育委員会に帰
属します。

　　　　　　・応募作品は返却しません。
▶問い合わせ 同課☎556―8311

太田小学校の校章デザインを募集します太田小学校の校章デザインを募集します
　令和5年4月の開校に向けて行田市立太田小学校の校章デザインを募集します。


